
船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年６月１８日 ０７時４４分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市友ケ島南西方沖 

 友ヶ島灯台から真方位２３０°２,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.１′ 東経１３４°５８.９′） 

事故の概要  プレジャーボートMARINE
マ リ ン

 STAR
ス タ ー

は、釣りをしながら漂泊中、また、

漁船金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸は、引き縄漁をしながら北進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年７月７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート MARINE STAR、５トン未満（長さ６.７２ｍ） 

   ２５０－４０４０４大阪、有限会社エヌ・エー・シー 

Ｂ 漁船 金比羅丸、１.７トン 

   ＨＧ３－３６９０９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部ハンドレールに曲損等 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 南流約２ノッ

ト（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、友人４人を乗せ、釣り場で主機

を停止して船首を南西方に向けて漂泊し、潮に流されながら釣りを行

っていた。 

 船長Ａは、後部甲板右舷側に竿を出して座って釣りをし、エンジン

音が聞こえたので、左舷方を振り向いたところ、Ａ船に向かって航行

するＢ船を認めたが、過去に漂泊していた時は他船が避けてくれてい

たので、Ｂ船が漂泊中のＡ船を避けてくれると思い、時折Ｂ船を目視

で確認しながら漂泊を続けた。 

船長Ａは、なおもＢ船がＡ船に向けて接近するので、衝突の危険を

感じ、Ｂ船に向かって大声で呼び、慌てて、主機を起動して後進運転

としたものの、Ａ船の左舷船首部とＢ船の船首部が衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生の１１８番通報を行った。 

Ａ船は有効な音響信号装置を装備していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、漁場で約３kn の対地速力で引き

縄漁をしながら北進していた。 



 船長Ｂは、操舵室後部右舷側で操船と見張りに当たり、引き縄漁の

漁船以外に他船を見掛けなかったので前路に他船はいないと思い、右

舷側後方の引き縄を見ていたところ、船首方から呼び掛ける大声が聞

こえると同時に、船首方至近にＡ船を認め、左舵を取ったものの、Ｂ

船とＡ船が衝突した。 

分析  Ａ船は、釣りをしながら漂泊中、船長Ａが、Ａ船に向かって航行す

るＢ船を認めた際、Ｂ船が漂泊中のＡ船を避けてくれると予期し、漂

泊を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、過去に漂泊していた時は他船が避けていたことから、Ｂ

船が漂泊中のＡ船を避けてくれると予期したものと考えられる。 

Ｂ船は、引き縄漁をしながら北進中、船長Ｂが、引き縄漁の漁船以

外に他船を見掛けず、前路に他船はいないと思い、右舷側後方の引き

縄を見ていたことから、前路で漂泊中のＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北進中、船長Ａが、Ｂ船が漂泊中

のＡ船を避けてくれると予期し、漂泊を続け、また、船長Ｂが、右舷

後方の引き縄を見て航行を続けたため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、漂泊中、自船に向かって航行する他船を認めた場合、漂

泊中の自船を他船が避けてくれると予断を持たず、十分余裕のあ

る時期に、有効な音響による信号によって注意を喚起するほか、

必要に応じ、船体を移動させて衝突を避ける動作をとること。 

・船長は、航行中、常に周囲の状況を確認するなど、継続して適切

な見張りを行うこと。 

 


